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組合つぶしの国策弾圧を許さない！ 
 全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部（関

生支部）に対して、労働運動を犯罪にでっち上げる不当

極まりない弾圧が続いています。2018 年夏以来、関生

支部組合員と業界改善に取り組む経営者に対して、警察

（滋賀 県警・大阪府警・京都府警・和歌山県警）は逮

捕を繰り返し、その数は、のべ 89 名にものぼります。 

関生支部の委員長・副委員長は、繰り返される逮捕によ

り、640 日を超えて不当勾留を強いられました。 

大阪では、ストライキを「威力業務妨害」とされ、滋

賀では工事現場で法令遵守を啓発する「コンプライアン

ス活動」が「威力業務妨害」や「恐喝」とされています。 

京都では、子どもを保育所に預けるために“就労証明書”

の発行を求めたことが「強要未遂」とされています。 

本来、労働組合の活動は、憲法 28 条や労働組合法

で保護されています。ストライキが業務の妨害になるの

は当たり前ですが、それが罪に問われないのは、憲法に

よってストライキが労働者の権利として保障されてい

るからです。労働組合法は正当な組合活動に刑事免責を

認めています。今回の大弾圧は、憲法 28 条や労働組合

法を死文化し、影響力のある労働組合を解体しようとす

る警察・検察あげての国策弾圧です。このような弾圧が

まかり通れば、当たり前の労働運動や市民運動ができな

くなってしまいます。労働者・市民の権利の危機です。

ともに声をあげていきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

憲法 28 条：勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団

体行動をする権利は、これを保障する。 

労働組合法 1 条 2 項：刑法第 35 条（法令又は正当な業務に

よる行為は、罰しない。）の規定は、労働組合の団体交渉そ

の他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした

正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場

合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈

されてはならない。 



団体交渉の要求、正社員化、賃上げ、就労証明書の発行要求・・・ 

こんな当たり前の組合活動が“犯罪”にされ、懲役1年！ 
 

司法も国策弾圧に手を貸しています。 

2020 年 10 月 8 日大阪地裁は、ストライキを“威

力業務妨害”として、ストライキの現場に参加していな

かった執行委員を含めて 2 名に「懲役 2 年 6 ヵ月・執

行猶予 5 年」の有罪判決を行いました。「共謀罪」の先

取り弾圧です。 

12 月 17 日京都地裁は“就労証明書”の要求を「強

要未遂」として 2 名に「懲役 1 年、懲役 8 か月、それ

ぞれ執行猶予 3 年」という判決を出しています。 

京都の事件では、長期にわたり日々雇用で加茂生コン

に勤めていた労働者が、労働条件の向上、正社員化を求

めて労働組合に加入し、労働組合役員らが加茂生コンに

団体交渉を要求しました。しかし加茂生コンは、一向に

団体交渉に応じようとしません。それどころか、組合加

入以前は発行していた就労証明書の発行を拒否したり、

雇用関係を否定してタイムレコーダーを引き上げたり、

露骨に労働組合を嫌悪する姿勢を取ってきました。

2019 年 12 月 12 日、大阪府労働委員会は本件に関し

て、団体交渉応諾義務違反として加茂生コンの不当労働

行為を認定しました。違法行為を働いたのは会社の方で

あり、労働組合は当たり前の要求を行ったに過ぎません。

このことが「強要未遂」として事件にでっち上げられた

のです。判決直後の「裁判官は間違っている」という当

事者の声はまったく当然です。 

 

戦前の治安維持法体制さながらの強権支配をゆるさない！ 
 いつの時代も、独裁的に政治権力を握ろうとする者がい

ます。そうした権力者にとって、資本家と対抗しうる闘う

労働組合は邪魔なのでしょう。 

警察・検察は捜査の中で、関生支部の組合員や家族に、

関生支部を脱退するように執拗に働きかけています。国家

権力を使った不当労働行為に他なりません。 

コロナ禍の苦境の中で、迅速な政策決定を求めるあまり

民主主義や人権を無視したり、同調圧力が強まったり、と

いう流れも見えます。でも、社会を動かし、より良い社会

を創るのは、人民の団結と連帯です。労働者市民の結社の

自由、表現の自由を奪い、為政者の好き勝手に社会を動か

そうとする国策弾圧に負けるわけにはいきません。 

絶 対 に 勝 ち

抜く決意と、よ

り多くの労働

者・市民の力と、

闘い続ける資

金が必要です。

勝利のために

大カンパを訴

えます。 
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